
200
80
200
80
200
80

400
80
400
8080

200
80
200
80
200
80

300
80
300
80
300
80

西条市三津屋東１号3・3・2 西条市三津屋東１号3・3・2 西条市三津屋東１号公園3・3・2 西条市三津屋東１号公園3・3・2

西条市三津屋東２号2・2・13 西条市三津屋東２号2・2・13 西条市三津屋東２号公園2・2・13 西条市三津屋東２号公園2・2・13

西条市大曲公園2・2・5 西条市大曲公園2・2・5 西条市大曲公園2・2・5 西条市大曲公園2・2・5

西条市大新田公園2・2・18 西条市大新田公園2・2・18 西条市大新田公園2・2・18 西条市大新田公園2・2・18

北条ポンプ場北条ポンプ場

東予・丹原浄化センター東予・丹原浄化センター
壬生川ポンプ場壬生川ポンプ場

三津屋ポンプ場三津屋ポンプ場

本川原ポンプ場本川原ポンプ場

東
予
港
丹
原
線

3・
4・

17
東
予
港
丹
原
線

3・
4・

17

壬
生
川
氷
見
線

3・
2・

13
壬
生
川
氷
見
線

3・
2・

13

駅
前
通
り
線

3・
4・

14
駅
前
通
り
線

3・
4・

14

三
津
屋
東
線

3・
5・

20
三
津
屋
東
線

3・
5・

20

北条新田高松線3・4・21 北条新田高松線3・4・21

凡　　　　例
第 一 種 住 居 地 域 200

60

準 工 業 地 域 200
60

工 業 専 用 地 域 200
60

近 隣 商 業 地 域 200
80

300
80

商 業 地 域 300
80

400
80

ただし、次の区域を除く。
　（１）農用地区域
　（２）保安林
　（３）農地法第５条２項第１号ロに揚げる農地
　　　　又は採草放牧地の区域

大 規 模 集 客 施 設 制 限 地 区

（道路端から５０ｍ）
幹 線 道 路 沿 線 地 区

田 園 居 住 地 区

容 積 率

建ぺい率

80
50 形 態 規 制

土 地 区 画 整 理 事 業 施 工 地 区

都 市 計 画 道 路

都 市 公 園

下水処理場・ポンプ場・クリーンセンター

200
60

都
市
施
設

特
別
用
途
地
区

特
定
用
途
制
限
地
域

用
　
　
途
　
　
地
　
　
域

臨 港 地 区
そ
の
他
の
地
域
地
区

３
０
ｍ


